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(57)【要約】
【課題】当たり遊技の趣向性を向上させることが可能な
遊技機を提供すること。
【解決手段】音出力手段７０と、開放された入賞領域１
０がＮ個の遊技球が入賞することを契機として閉鎖され
る単位遊技を一または複数含む当たり遊技を実行する当
たり遊技実行手段と、を備え、ある前記単位遊技が開始
されてからＮ個目までの前記入賞領域への遊技球の入賞
が検出される度に前記音出力手段から出力される普通入
賞音が複数種設けられており、一の前記単位遊技を通じ
て前記普通入賞音の態様は変化しないことを特徴とする
遊技機１とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音出力手段と、
開放された入賞領域がＮ個の遊技球が入賞することを契機として閉鎖される単位遊技を一
または複数含む当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、
を備え、
　ある前記単位遊技が開始されてからＮ個目までの前記入賞領域への遊技球の入賞が検出
される度に前記音出力手段から出力される普通入賞音が複数種設けられており、
一の前記単位遊技を通じて前記普通入賞音の態様は変化しないことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技球の入賞等を示す効果音が出力される遊技機が公知である（例えば、下記特許文献
１参照）。例えば、当たり遊技中に開放される入賞領域への入賞を示す効果音が出力され
ることが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開閉８－１０３５４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、当たり遊技の趣向性を向上させることが可能な遊技
機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、音出力手段と、開放され
た入賞領域がＮ個の遊技球が入賞することを契機として閉鎖される単位遊技を一または複
数含む当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、を備え、ある前記単位遊技が開始さ
れてからＮ個目までの前記入賞領域への遊技球の入賞が検出される度に前記音出力手段か
ら出力される普通入賞音が複数種設けられており、一の前記単位遊技を通じて前記普通入
賞音の態様は変化しないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機によれば、当たり遊技の趣向性を向上させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】普通入賞音を説明するための図である。
【図３】背景楽曲がカスタマイズ可能な構成であることを説明するための図である。
【図４】普通入賞音に関する第一具体例を説明するための図である。
【図５】普通入賞音に関する第二具体例を説明するための図である。
【図６】普通入賞音に関する第五具体例を説明するための図である。
【図７】普通入賞音に関する第六具体例を説明するための図である。
【図８】超過入賞音を説明するための図である。
【図９】超過入賞音に関する第一具体例を説明するための図である。
【図１０】超過入賞音に関する第二具体例を説明するための図である。
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【図１１】超過入賞音に関する第三具体例を説明するための図である。
【図１２】超過入賞音に関する第四具体例を説明するための図である。
【図１３】待機楽曲の出力タイミングを説明するための図である。
【図１４】待機楽曲の概要を説明するための図である。
【図１５】待機楽曲に関する第四具体例を説明するための図である。
【図１６】待機楽曲に関する第五具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明にかかる遊技機１の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１０】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、始動入賞口９０４、大入賞口１０（当たり遊技に
おいて開放される「入賞領域」に相当する）、アウト口９０７などが設けられている。か
かる表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視認
可能となる領域である。なお、一部の図においては、表示領域９１１を大まかに記載する
が、その形状等は適宜変更可能である（開口９０１の形状や大きさ、表示装置９１自体の
形状や大きさを変更することで表示領域９１１の形状等を変更することができる）。
【００１１】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１２】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４や大入賞口
１０等の入賞口に入賞すると、所定の数の遊技球（以下、入賞口に遊技球が入賞すること
を契機として払い出される遊技球を賞球と称する）が払出装置により払い出される。
【００１３】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１４】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動入賞口９０
４への遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動入賞口９０４は複数設けられ
ていてもよい）。具体的には、始動入賞口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源か
ら数値（当否判定情報）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数値と同じで
ある場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。公知の遊技機と同様である
ため詳細な説明を省略するが、大当たりとなる場合には、識別図柄８０（当否判定結果を
報知するための図柄；図１等参照）が所定の組み合わせ（例えば同じ図柄の三つ揃い）と
なることによって報知され、それ以外の組み合わせが表示された場合にははずれとなる。
【００１５】
１）大当たり遊技中の入賞音
１－１）普通入賞音
　大当たりに当選した場合には、大当たり遊技が実行される。大当たり遊技は、一または
複数の単位遊技から構成されるものである。単位遊技は、所定の終了条件が成立まで大入
賞口１０（図１等参照）が開放されるというものである。具体的には、大入賞口１０の手
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前に設けられた開閉部材１１（原位置において大入賞口１０を閉鎖する閉位置に位置する
）が、大入賞口１０を開放する開位置に位置し、これにより大入賞口１０に遊技球が入賞
可能な状態となる。開位置に位置する開閉部材１１は、大入賞口１０に向かって流下した
遊技球が大入賞口１０に進入するよう誘導する役割も果たす。よって、遊技者が大入賞口
１０に向けて遊技球を発射させていれば、比較的容易に大入賞口１０に遊技球が入賞する
。単位遊技は、一般的に「ラウンド（遊技）」と称されるものであり、例えば１０ラウン
ド大当たりは、１０回の単位遊技を含むというものになる。大入賞口１０内には図示され
ないセンサが設けられており、当該センサにより遊技球の入賞が検出される。
【００１６】
　本実施形態では、Ｎ個（本実施形態ではＮ＝１０である。当該Ｎの値は一般的に「カウ
ント（Ｃ）」等と称される）の遊技球が大入賞口１０に入賞すること（入賞条件）および
大入賞口１０が開放されてから所定時間が経過したこと（時間条件）のいずれか一方の成
立が上記終了条件として設定されている。上記所定時間は比較的長い時間に設定されてい
るため、各単位遊技中に遊技者が継続的に遊技球を大入賞口１０に向けて発射させており
さえすれば、大入賞口１０にＮ個の遊技球が入賞することにより各単位遊技は終了する。
つまり、通常通り（指示通り）遊技を行っておりさえすれば、所定時間以内に、各単位遊
技においてＮ個の遊技球が大入賞口１０に入賞するという事象が発生することはほぼ確実
である。換言すれば、通常通り（指示通り）遊技を行っておりさえすれば、各単位遊技は
上記時間条件ではなく、上記入賞条件で終了することになる。本実施形態では、大入賞口
１０は遊技領域９０２の右側に設けられており、単位遊技中に遊技者がいわゆる右打ち遊
技を継続的に行っておりさえすれば、当該単位遊技においてＮ個の遊技球が大入賞口１０
に入賞することはほぼ確実である。
【００１７】
　本実施形態では、大入賞口１０への遊技球が検出されることを契機として入賞音がスピ
ーカ７０（音出力手段）から出力される。当該入賞音は、遊技者に対し、大入賞口１０へ
の遊技球の入賞を示す効果音である。本実施形態における入賞音は、大まかに、普通入賞
音と超過入賞音に区分けされる。
【００１８】
　普通入賞音は、各単位遊技が開始されてからＮ個目までの大入賞口１０への遊技球の入
賞が検出される度に出力される効果音である（図２（ｂ）（ｃ）参照）。上述した通り、
大入賞口１０を狙って遊技球を発射させていれば、一の単位遊技においてＮ個の遊技球が
大入賞口１０に入賞することはほぼ確実であるから、一の単位遊技においてはＮ回の普通
入賞音がスピーカ７０から出力されることになる。後述するように、一の単位遊技におい
てＮ＋１個以上の遊技球が大入賞口１０に入賞することはあるが、Ｎ＋１個目以降の入賞
に関し普通入賞音は出力されない。
【００１９】
　本実施形態では、普通入賞音として出力されうる音として、態様が異なる複数種の音が
図示しない記憶手段に記憶されている。本実施形態では、普通入賞音Ａ、普通入賞音Ｂ、
普通入賞音Ｃ、普通入賞音Ｄの四種類が設けられている（図２（ｃ）参照）。本実施形態
では、一の大当たり遊技において、普通入賞音の態様が変化することはない。つまり、あ
る大当たり遊技においては、普通入賞音の態様は維持される。
【００２０】
　本実施形態では、大当たり遊技中に出力される演出要素に応じて、いずれの普通入賞音
が出力されるのかが決まる。当該演出要素としては、表示領域に表示される画像や、スピ
ーカ７０から出力される音等を例示することができる。本実施形態では、スピーカ７０か
ら出力される背景楽曲が演出要素として設定されている。具体的には、背景楽曲として出
力される楽曲として、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄの四種類が設定されている（図２
（ａ）参照）。
【００２１】
　各背景楽曲は、上述した複数種の普通入賞音のいずれかに対応づけられている。本実施
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形態では、楽曲Ａが普通入賞音Ａに、楽曲Ｂが普通入賞音Ｂに、楽曲Ｃが普通入賞音Ｃに
、楽曲Ｄが普通入賞音Ｄにそれぞれ対応づけられている。ある大当たり遊技において普通
入賞音としていずれの音が出力されるかは、当該大当たり遊技において背景楽曲として出
力される楽曲の種類に応じて決定される。すなわち、背景楽曲として出力される楽曲と対
応関係にある普通入賞音として設定される。例えば、ある大当たり遊技において楽曲Ｂが
背景楽曲として出力されるのであれば、当該大当たり遊技中においては普通入賞音Ｂが出
力される。なお、普通入賞音は、背景楽曲に重ねて出力される。つまり、背景楽曲は大当
たり遊技を通じて継続的に出力される。普通入賞音が出力される音声チャネルを、背景楽
曲が出力される音声チャネルと別にしてもよい。
【００２２】
　本実施形態では、いわゆる「連チャン」を重ねることで背景楽曲の種類が変化するよう
に構成されている。当該「連チャン」の条件としては適宜設定することができる（「連チ
ャン」自体は公知であるため詳細な説明を省略する）。例えば、大当たり遊技終了後に通
常遊技状態（低ベース状態）に比して始動入賞口９０４に遊技球が入賞しやすい高ベース
状態に移行する遊技機において、高ベース状態にて大当たり当選を重ねること（通常遊技
状態に移行せずに大当たり当選を重ねること）を「連チャン」と定義づけることが考えら
れる。本実施形態では連チャン１回目（いわゆる初当たり時）には楽曲Ａが、連チャン２
回目には楽曲Ｂが、連チャン３回目には楽曲Ｃが、連チャン４回目には楽曲Ｄが背景楽曲
として出力されるよう構成されている。このように連チャンを重ねる度に背景楽曲が切り
替わっていくということは、連チャンを重ねる度に普通入賞音の態様も切り替わっていく
ということである。
【００２３】
　また、本実施形態では、連チャン５回目以降は、楽曲Ａ～Ｄのうちから、背景楽曲とし
て出力されるものを遊技者が選択可能となるよう構成されている。遊技者は、大当たり遊
技が始まる前や、始まった後に、押しボタンや十字キー等の操作手段６０を操作して好み
の楽曲を選択することが可能である（表示領域に楽曲選択画面が表示される）（図３参照
）。出力される背景楽曲の種類に応じて出力される普通入賞音の種類が決まるため、この
ように好みの楽曲を選択することができるということは、間接的に、好みの普通入賞音を
選択することができるということでもある。なお、連チャンを所定回数重ねることで背景
楽曲が選択可能となるのではなく、いわゆる初当たり時から背景楽曲が選択可能（すなわ
ち、普通入賞音が選択可能）な構成としてもよい。
【００２４】
　このように、本実施形態では、各単位遊技が開始されてからＮ個目までの大入賞口１０
への遊技球の入賞が検出される度に出力される効果音である普通入賞音の態様が大当たり
遊技の度に変化しうるものであるから、遊技の趣向性を向上させることが可能である。
【００２５】
　また、普通入賞音は、背景楽曲として出力される楽曲の種類とリンクしたものであるか
ら、背景楽曲と普通入賞音が相俟って演出効果を高めることが可能である。
【００２６】
　以下、上記普通入賞音に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について説明す
る。なお、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合わせて適用した構成としても
よい。
【００２７】
○第一具体例
　上記実施形態では、ある大当たり遊技において出力される普通入賞音の種類は、背景楽
曲として出力される楽曲の種類等、出力される演出要素の種類に応じて決まることを説明
したが、このような演出要素の種類に応じて決まる態様としないことも考えられる。
【００２８】
　例えば、普通入賞音の種類を遊技者が選択可能な構成とすることが考えられる。具体的
には、いわゆるカスタマイズ機能の一種として、普通入賞音の種類を決定することができ
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るようにする。カスタマイズ画面を表示し、遊技者が押しボタンや十字キー等の操作手段
６０を操作することで、好みの普通入賞音を選択することができるようにする（図４（ａ
）参照）。カスタマイズ時には、普通入賞音が出力されるようにするとよい。例えば、各
選択肢（各普通入賞音を示す文字等）にカーソルを合わせた際に、普通入賞音が出力され
るようにする。このようにすることで、各普通入賞音がどのような態様であるのかを聴い
た上で、好みの入賞音を選択することができる。
【００２９】
　また、選択肢の一つとして、「普通入賞音無」の選択肢が設定されていてもよい（図４
（ｂ）参照）。すなわち、遊技者の選択として、単位遊技が開始されてからＮ個目までの
大入賞口１０への遊技球の入賞を契機としては、入賞音が出力されないような設定とする
ことが可能である構成とする。各単位遊技においてＮ個の遊技球が大入賞口１０に入賞す
ることはほぼ確実であることから、当該入賞を契機として音が出力されることを煩わしい
と考える遊技者のために、「普通入賞音無」の選択肢が設定されていることが好ましい。
【００３０】
○第二具体例
　上記実施形態では、各普通入賞音と対応づけられた演出要素として大当たり遊技中に出
力される背景楽曲が設定されていることを説明したが、大当たり遊技中に演出を構成する
要素として出力されるものであれば、これに限られるものではない。例えば、大当たり遊
技中に出力される画像（以下、演出画像２０と称することもある）を演出要素とすること
が考えられる（図５参照）。具体的には、例えば、演出画像２０（図５（ａ）参照）とし
てキャラクタＡ、キャラクタＢ、キャラクタＣ、キャラクタＤのいずれかが表示されるよ
うに構成されており（大当たり遊技の「モチーフ」となるキャラクタが変化するように設
定されており）、キャラクタＡ～Ｄのそれぞれが普通入賞音Ａ～Ｄのそれぞれに対応づけ
られているものとする。そして、演出画像２０としていずれのキャラクタが表示されるか
に応じ、出力される普通入賞音の種類が決まるようにする。
【００３１】
　このようにすることで、大当たり遊技を構成する画像（大当たり遊技を彩る画像）と普
通入賞音がリンクした大当たり遊技とすることが可能である。
【００３２】
○第三具体例
　各普通入賞音と演出要素の対応関係を明確にする。例えば、上記実施形態にて説明した
ような関係である場合、各背景楽曲を唄う声と、各背景楽曲に対応関係にある普通入賞音
の声が同じキャラクタ（声優）のものであるとする。例えば、楽曲Ａを唄うキャラクタと
、普通入賞音Ａである「よし！」の声のキャラクタが同じであるとする。このようにする
ことで、各普通入賞音と演出要素の関係が明確になるため、演出要素が変化することで普
通入賞音が変化すること（普通入賞音と演出要素が対応づけられていること）がより分か
りやすくなる。
【００３３】
○第四具体例
　上記実施形態では、普通入賞音のそれぞれが、演出要素（背景楽曲）の一つと対応づけ
られていること、すなわち普通入賞音と演出要素の対応関係が１：１であることを説明し
たが、このような関係でなくてもよい。例えば、ある普通入賞音（普通入賞音Ａ）に対し
、二つの背景楽曲（楽曲Ａ１、Ａ２）が対応づけられているものとする。つまり、背景楽
曲として、楽曲Ａ１および楽曲Ａ２のいずれかが出力される大当たり遊技においては、普
通入賞音Ａが出力される設定とする。このように、一の普通入賞音に対し、複数種の背景
楽曲が対応づけられた設定としてもよい。
【００３４】
○第五具体例
　上記実施形態では、ある大当たり遊技において出力される普通入賞音の態様は、いずれ
の単位遊技においても同じである（大当たり遊技を通じて同じである）のに対し、普通入
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賞音の態様が特定の単位遊技と当該特定の単位遊技とは別の単位遊技において異なる場合
がある構成とする。具体的には、「特定の単位遊技」と「別の単位遊技」において出力さ
れる普通入賞音の態様が同じである通常態様（図６（ａ）参照）と、「特定の単位遊技」
と「別の単位遊技」において出力される普通入賞音の態様が異なる特殊態様（図６（ｂ）
参照）とが発生しうる構成とする。
【００３５】
　普通入賞音として出力されうる入賞音として、上述した普通入賞音Ａ～Ｄに加え、普通
入賞音Ｅが設定されているものとする。「別の単位遊技」においては普通入賞音Ａ～Ｄの
いずれかが出力されるものとする。すなわち、大当たり遊技において出力される背景楽曲
（楽曲Ａ～Ｄのいずれか）に対応した普通入賞音が出力される。通常態様は、「特定の単
位遊技」と「別の単位遊技」のいずれにおいても、背景楽曲に対応した普通入賞音が出力
される（図６（ａ）参照）。特殊態様は、「別の単位遊技」においては普通入賞音Ａ～Ｄ
のいずれかが、「特定の単位遊技」においては普通入賞音Ｅが出力される（図６（ｂ）参
照）。つまり、特殊態様では、「別の単位遊技」において普通入賞音Ａ～Ｄのいずれが出
力される場合であっても、「特定の単位遊技」において出力される普通入賞音Ｅとは異な
る。
【００３６】
　このように、通常態様と特殊態様のいずれかが発生するようにして、ある大当たり遊技
にて通常態様が発生した場合と、特殊態様が発生した場合とでは、大当たり遊技終了後に
遊技者に有利な事象が発生する蓋然性が異なるものとする。つまり、「特定の単位遊技」
にて出力される普通入賞音の態様が、「別の単位遊技」にて出力される普通入賞音の態様
と同じとなるかどうかにより、上記有利な事象が発生する蓋然性が示唆されるものとする
。このようにすることで、普通入賞音の態様に注目させる遊技性を実現することが可能で
ある。
【００３７】
　通常態様は大当たり遊技を通じて普通入賞音の態様が同じである構成であるのに対し、
特殊態様は一部の単位遊技において普通入賞音の態様がその他の単位遊技とは異なるとい
う構成であるから、特殊態様は通常態様よりもその発生が「目立つ」態様であるといえる
。したがって、通常態様が発生したときよりも、特殊態様が発生したときの方が、大当た
り遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生する蓋然性が高くなる設定とすることが好まし
い。普通入賞音の態様が大当たり遊技を通じて一定でない特殊態様は、遊技者が違和感を
覚えるような態様であるといえるから、特殊態様が発生した場合には、大当たり遊技終了
後に遊技者に有利な事象が発生することが確定する設定としてもよい。
【００３８】
　上記「遊技者に有利な事象」としては種々考えられる。既に取得されている保留（保留
自体は公知であるから説明を省略する）に大当たりとなるものが存在すること、すなわち
大当たり遊技終了後の大当たり当選（いわゆる保留内連チャン）や、大当たり遊技終了後
の遊技状態が通常遊技状態に比して有利な確率変動状態（通常遊技状態よりも当否抽選に
当選する確率が高い状態）に移行すること等を例示することができる。上述したように、
特殊態様が発生した場合には、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生すること
が確定する設定とするのであれば、特殊態様の発生は、保留内連チャンや確率変動状態へ
の移行といった遊技者に有利な事象を確定的に報知するものとなる。
【００３９】
　なお、本例に関しては、演出要素（背景楽曲）に対応づけて普通入賞音が出力される構
成としなくてもよい。「特定の単位遊技」と「別の単位遊技」において出力される普通入
賞音の態様が同じである通常態様と、「特定の単位遊技」と「別の単位遊技」において出
力される普通入賞音の態様が異なる特殊態様とが発生しうるものであればよい。例えば普
通入賞音Ａと普通入賞音Ｂが設定され、演出要素に関係なく、通常態様の場合には大当た
り遊技を通じて普通入賞音Ａが出力され、特殊態様の場合には「別の単位遊技」において
普通入賞音Ａが、「特定の単位遊技」においては普通入賞音Ｂが出力される構成とするこ
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とが考えられる。
【００４０】
○第六具体例（第五具体例をさらに具体化した例）
　上記「別の単位遊技」は大当たり遊技を構成する最後の単位遊技（最終ラウンド）以外
の単位遊技とし、「特定の単位遊技」は大当たり遊技を構成する最後の単位遊技であると
する。上記の通り、第五具体例にて説明した通常態様と特殊態様の違いは、「特定の単位
遊技」にて出力される普通入賞音の態様が、「別の単位遊技」にて出力される普通入賞音
の態様と同じとなるか否かであるところ、かかる結果が最後まで分からないようにするた
め（最後まで遊技者の注目を惹く態様とするため）に、特定の単位遊技は最後の単位遊技
（最終ラウンド）とすることが好ましい（図７参照）。
【００４１】
　また、特殊態様の発生は、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生する蓋然性
の示唆、または、発生が確定したことの示唆であることを踏まえれば、本例のように最後
の単位遊技において特殊態様の発生が分かるようにすることが好ましいといえる。最後の
単位遊技は、大当たり終了時点に最も近い単位遊技であるから、当該単位遊技にて特殊態
様の発生を知らせることで、特殊態様の発生を遊技者が忘れてしまうことの発生等が防止
される。
【００４２】
１－２）超過入賞音
　超過入賞音は、一の単位遊技においてＮ＋１個以上の遊技球が入賞したとき（当該入賞
はいわゆる「オーバー入賞」とも称されるため、以下当該事象をオーバー入賞と称するこ
ともある）に出力される効果音である。上記の通り、一の単位遊技においてＮ個の遊技球
が大入賞口１０に入賞することを契機として終了条件が成立し、開閉部材１１が大入賞口
１０を閉鎖する方向に向かって変位を開始するものの、当該開閉部材１１が大入賞口１０
を閉鎖するよりも前に遊技球が入賞することもある。すなわち、一の単位遊技においてＮ
＋１個以上の遊技球が入賞することもある。当該オーバー入賞が発生したときには、スピ
ーカ７０から超過入賞音が出力され、オーバー入賞が発生したことが遊技者に分かりやす
く示されることになる（図８参照）。なお、本実施形態では、オーバー入賞が発生する度
に（Ｎ＋１個を超える大入賞口１０への入賞が検出される度に）超過入賞音が出力される
。例えば、一の単位遊技において計Ｎ＋２個の遊技球が大入賞口１０に入賞した場合、Ｎ
＋１個目の遊技球の入賞を契機として超過入賞音が出力されるだけでなく、Ｎ＋２個目の
遊技球の入賞を契機として超過入賞音が出力される。ただし、一の単位遊技において出力
される超過入賞音の回数は最大１回である設定とすることを否定するわけではない。
【００４３】
　本実施形態では、上記超過入賞音として出力されうる音として、態様が異なる複数種の
音が図示しない記憶手段に記憶されている。本実施形態では、超過入賞音Ａ、超過入賞音
Ｂ、超過入賞音Ｃ、超過入賞音Ｄの四種類が設けられている。本実施形態では、オーバー
入賞発生時（図８（ａ）参照）に、複数種の超過入賞音のうちのいずれかがランダムに出
力される（図８（ｂ）参照）ことになる。つまり、オーバー入賞の発生の度に、超過入賞
音の態様が異なりうるものであるから、遊技の趣向性を向上させることが可能である。特
に本実施形態では、一の単位遊技において複数回のオーバー入賞が発生した場合（一の単
位遊技においてＮ＋２個以上の遊技球が入賞した場合）、一の単位遊技において複数回の
超過入賞音が出力されることになるところ、当該一の単位遊技において出力される複数回
の超過入賞音の態様が同じとなる場合もあるし、異なる場合もあるという面白みのある態
様とすることが可能である。
【００４４】
　以下、上記超過入賞音に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について説明す
る。なお、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合わせて適用した構成としても
よい。
【００４５】



(9) JP 2020-48765 A 2020.4.2

10

20

30

40

50

○第一具体例
　上記実施形態では、オーバー入賞発生時に、複数種の超過入賞音のうちのいずれかがラ
ンダムに出力されるものであることを説明したが、出力される超過入賞音が大当たり遊技
を構成する演出要素に対応づけられたものとしてもよい。演出要素として背景楽曲が設定
され、当該背景楽曲用の楽曲として、楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃ、楽曲Ｄの四種類が設定さ
れているとする（図９（ａ）参照）。そして、楽曲Ａには超過入賞音Ａ、楽曲Ｂには超過
入賞音Ｂ、楽曲Ｃには超過入賞音Ｃ、楽曲Ｄには超過入賞音Ｄというように、各演出要素
のそれぞれに超過入賞音が対応づけられているものとする。
【００４６】
　超過入賞音としていずれの音が出力されるかは、当該大当たり遊技において出力される
背景楽曲の種類に応じて決まるものとする。例えば、楽曲Ｄが出力される大当たり遊技に
おいてオーバー入賞が発生したときには、超過入賞音Ｄが出力される（図９参照）。この
ようにすることで、大当たり遊技を構成する演出要素と超過入賞音Ｄの態様がリンクした
ものとなるから、演出要素と超過入賞音が相俟って演出効果が高められる。
【００４７】
　なお、演出要素および超過入賞音の対応関係が１：１の関係でなくてもよい。例えば、
背景楽曲Ａに対し、超過入賞音Ａ１と超過入賞音Ａ２が対応づけられているといったよう
な構成としてもよい。すなわち、背景楽曲Ａが出力される大当たり遊技においては、オー
バー入賞発生時に超過入賞音Ａ１または超過入賞音Ａ２のいずれかが出力されるものとす
る。また、一の超過入賞音に対し、複数種の演出要素が対応づけられた設定としてもよい
。
【００４８】
○第二具体例
　複数種の超過入賞音のうちの一部が特定超過入賞音として設定されているものとする（
図１０参照）。つまり、オーバー入賞発生時には、特定超過入賞音が出力されることがあ
るものとする。
【００４９】
　特定超過入賞音が出力されたときには、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象（当
該「遊技者に有利な事象」の例は上述した通りである）が発生することが確定するものと
する。つまり、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生する場合に限り、オーバ
ー入賞発生時に特定超過入賞音が出力されうるものとする。このようにすることで、オー
バー入賞発生時における超過入賞音の態様に注目させることが可能となる。また、オーバ
ー入賞が発生しない限り超過入賞音が出力されないのであるから、オーバー入賞が発生し
なかった、または発生頻度が少なかったケースは、そもそも特定超過入賞音が出力される
契機がない、または契機が少ないということになる。したがって、特定超過入賞音が出力
されなかったときであっても、大当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生すること
に期待がもてることになる。
【００５０】
　特定超過入賞音の態様はどのようなものであってもよいが、その一例としては、大当た
り遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生することを示すような態様とすることが考えら
れる。例えば、遊技終了後の遊技状態が通常遊技状態に比して有利な確率変動状態に移行
することが有利な事象として設定されている構成とする場合には、特定超過入賞音の態様
が「確変確定」といった文言を含むものとする（図１０（ｂ）参照）。
【００５１】
○第三具体例
　音出力手段から出力される超過入賞音の種類によらず、超過入賞音とともに超過効果音
が出力されるものとする（図１１参照）。超過効果音は、超過入賞音とは異なり、所定の
態様を有するものである（態様が変化しないものである）。つまり、オーバー入賞が発生
したときには、その都度態様が変化しうる超過入賞音と、態様が常に一定である超過効果
音が出力されることになる（図１１（ｂ）参照）。なお、超過入賞音が出力されるタイミ
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ングと超過効果音が出力されるタイミングは完全に同一でなくてもよい（超過入賞音と超
過効果音が重ねて出力される態様としなくもてよい）。超過入賞音と超過効果音がともに
オーバー入賞の発生を示すものとして出力されていることがわかるようなタイミングであ
れば、超過入賞音が出力されるタイミングと超過効果音が出力されるタイミングがずれて
いてもよい。
【００５２】
　上記実施形態のように、超過入賞音がその都度変化しうる構成であると、遊技者によっ
ては、当該超過入賞音がオーバー入賞の発生を示すものとして出力されているのかどうか
分かりにくくなるおそれがある。これに対し本例では、超過入賞音だけでなく、態様が常
に一定である超過効果音が出力されるため、オーバー入賞の発生が分かりやすいという利
点がある。つまり、本例では、超過入賞音の態様がその都度変化しうるようにしてオーバ
ー入賞の発生を示す演出を華やかなものにしつつ、超過効果音が出力されることでオーバ
ー入賞の発生を分かりやすくしている。
【００５３】
　超過効果音に代えて、遊技者がその感覚（五感のいずれか）により認識可能な演出要素
が出力されるようにしてもよい。例えば、オーバー入賞の発生時に、遊技機の少なくとも
一部が振動し（このように振動させる手法自体は公知であるから説明を省略する）、その
振動が遊技者に伝わることで当該オーバー入賞の発生が示されるようにしてもよい。なお
、オーバー入賞が発生したときであっても上述した超過入賞音が出力されないようにしつ
つ、振動等により当該オーバー入賞の発生が示されるようにすることも可能である。
【００５４】
○第四具体例
　普通入賞音と超過入賞音が対応づけられた関係とし、ある単位遊技においてオーバー入
賞が発生したときに出力される超過入賞音は、当該ある単位遊技において出力される普通
入賞音と対応関係にあるものとする（図１２参照）。例えば、普通入賞音Ａと超過入賞音
Ａ、普通入賞音Ｂと超過入賞音Ｂ、普通入賞音Ｃと超過入賞音Ｃ、普通入賞音Ｄと超過入
賞音Ｄといったように、複数種の普通入賞音のそれぞれに対し、異なる態様の超過入賞音
が対応づけられたものとする。ある単位遊技における普通入賞音Ｂが出力される場合、当
該単位遊技においてオーバー入賞が発生したときには超過入賞音Ｂが出力されるものとす
る。
【００５５】
　普通入賞音と超過入賞音は、その対応関係が遊技者に把握または想起されるようなもの
であることが好ましい。例えば、普通入賞音と超過入賞音の両方がキャラクタの声（声優
）によるものとし、対応関係にある普通入賞音と超過入賞音とが同じキャラクタの声であ
るものとする。例えば、普通入賞音ＡがキャラクタＡの声で「よし」と出力される態様で
あり、超過入賞音ＡがキャラクタＡの声で「やった」と出力される態様であるとする。
【００５６】
１－３）以上、大当たり遊技中の入賞音として出力される普通入賞音および超過入賞音に
ついて説明したが、普通入賞音および超過入賞音の一方について説明した事項のみ適用さ
れた遊技機としてもよい。
【００５７】
２）待機楽曲の制御
　遊技機１の状態は、大きく分けて遊技者が遊技を行っている状態である遊技状態と、遊
技者が遊技を行っていない状態である待機状態に区分けされる。遊技状態から待機状態に
移行する条件としては種々の観点から設定することができる。本実施形態では、当否判定
結果の報知が行われていない状態（識別図柄８０が変動していない状態（大当たり遊技状
態中を除く））（図１３（ａ）参照）が、所定時間継続したときに待機状態に移行する（
図１３（ｂ）参照）ようにしている。それ以外には、遊技球が発射されていない状態が所
定時間継続したときに待機状態に移行するような構成とすることも考えられる。
【００５８】
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　本実施形態にかかる遊技機１は、待機状態に移行し所定条件が成立することを契機とし
て、スピーカ７０から待機楽曲４０を出力させる。当該所定条件として、遊技に関する各
種設定を行うカスタマイズ画面が表示領域９１１に表示された状態となることを設定して
いる。つまり、遊技者がカスタマイズ機能を利用するための画面が表示されることを契機
として待機楽曲４０が出力される（図１３（ｃ）参照）。カスタマイズ画面（カスタマイ
ズ機能）それ自体は公知であるため詳細な説明を省略する。カスタマイズ機能の対象とな
る要素はどのようなものであってもよい。音量や光量の調整、演出バランスの調整、携帯
連動型サービスの利用等、種々の設定を挙げることができる。本実施形態では、待機状態
に移行してから所定時間経過したときに、操作手段６０（押しボタン）を操作することで
カスタマイズ機能が利用できることが表示される。遊技者が操作手段６０を操作すること
でカスタマイズ画面が表示される。それを契機として待機楽曲４０が出力される。カスタ
マイズ画面が表示領域９１１に表示されていない状態となったこと（所定条件が解消され
たこと）を契機として待機楽曲４０の出力が停止する。
【００５９】
　本実施形態における待機楽曲４０は、互いに種類が異なる（著作物性が異なる）の二以
上の楽曲を含むものである。すなわち、待機楽曲４０は、異なる楽曲が組み合わされてな
るものであるとみることもできる。本実施形態における待機楽曲４０は、互いに異なる三
つの楽曲を含む。待機楽曲４０に含まれる楽曲を構成楽曲とすると、本実施形態における
待機楽曲４０は、第一構成楽曲４１、第二構成楽曲４２および第三構成楽曲４３の三つを
含む。待機楽曲４０は、当該構成楽曲がメドレー形式で循環して出力される。具体的には
、第一構成楽曲４１、第二構成楽曲４２、第三構成楽曲４３、第一構成楽曲４１、第二構
成楽曲４２・・・というように出力される（図１４参照）。
【００６０】
　本実施形態では、構成楽曲として採用されうる楽曲（以下、候補楽曲）として、四種以
上の楽曲が設定されている。本実施形態では、楽曲Ａ～Ｅの五種類が候補楽曲として設定
されている。所定条件が成立したときには、当該候補楽曲のうちの三つが構成楽曲（第一
構成楽曲４１～第三構成楽曲４３）として選択された上で、これらの構成楽曲からなる待
機楽曲４０が出力されることになる。一の待機楽曲４０に含まれる構成楽曲の数よりも、
候補楽曲の数が多いということは、構成楽曲の選択態様がその都度変化するということで
ある。端的に言えば、複数の構成楽曲を含む待機楽曲４０の態様は変化しうるものである
ということである。つまり、本実施形態における待機楽曲４０の態様は一定ではなく、そ
の都度変化するものである。例えば、待機楽曲４０として、第一構成楽曲４１が楽曲Ａ、
第二構成楽曲４２が楽曲Ｂ、第三構成楽曲４３が楽曲Ｃであるものが出力されることもあ
れば、第一構成楽曲４１が楽曲Ｅ、第二構成楽曲４２が楽曲Ｄ、第三構成楽曲４３が楽曲
Ｃであるものが出力されることもあるということになる。また、待機楽曲４０を構成する
三つの構成楽曲の組み合わせが同じであっても、出力される順番が異なるために、待機楽
曲４０としての態様が異なるといったものも生じうることになる。
【００６１】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１では、待機状態にて出力される待機楽曲４０
の態様はその都度変化しうるものであって不定である。つまり、待機楽曲４０として毎回
同じ楽曲が出力されることによる遊技意欲の低下（遊技者がうんざりしてしまうこと）を
抑制することが可能である。
【００６２】
　特に、本実施形態では、カスタマイズ画面が表示されることを契機として待機楽曲４０
が出力される。遊技者によっては、カスタマイズを頻繁に行うことも予測されるため、カ
スタマイズ画面が表示される度に同じ楽曲が繰り返されることは遊技者がうんざりしてし
まい好ましくないといえる。本実施形態では、このような遊技者に対しても、その都度異
なる待機楽曲４０を聴かせることになる。
【００６３】
　また、本実施形態における待機楽曲４０は、複数の構成楽曲がメドレー形式で循環して
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再生されるものであるため、待機楽曲４０が出力される期間が長くなっても楽曲の種類の
変化が生じることになる。特に、本実施形態では、カスタマイズ画面が表示されている期
間中は待機楽曲４０が出力されることになるところ、カスタマイズにかける時間が長くな
っても、同じ種類の楽曲が繰り返されてしまうことが防止される。
【００６４】
　なお、構成楽曲（候補楽曲）は著作物としての楽曲の一部であってもよいし、全体であ
ってもよい。例えば、待機楽曲４０が含む第一構成楽曲４１～第三構成楽曲４３は、いず
れも「サビ」の部分に相当するもののみが出力される構成としてもよい。つまり、待機楽
曲４０は、複数の楽曲の「サビ」の部分のみがメドレー形式で出力されるものとしてもよ
い。このようにすれば、待機楽曲４０は、各楽曲の特徴的な部分のみが順に出力される構
成となるため、各構成楽曲に対する遊技者の認知度が早く高まるという利点がある。
【００６５】
　以下、上記待機楽曲４０に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について説明
する。なお、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合わせて適用した構成として
もよい。
【００６６】
○第一具体例
　上記実施形態では、待機状態に移行し、カスタマイズ画面が表示されることを所定条件
の成立として待機楽曲４０が出力されるものであることを説明したが、カスタマイズ画面
が表示されることを待機楽曲４０が出力される契機とするのはあくまで一例である。待機
状態に移行することを自体が所定条件の成立として設定された構成としてもよい。このよ
うにすれば、遊技状態から待機状態に移行することを契機として待機楽曲４０の出力が開
始されることになる。また、例えば、待機状態に移行してから所定時間経過することを所
定条件の成立として設定された構成とすることも考えられる。このようにすれば、遊技状
態から待機状態に移行した後、所定時間経過したとき（待機状態が所定時間継続したとき
）に待機楽曲４０の出力が開始されることになる。
【００６７】
○第二具体例
　上記実施形態における待機楽曲４０は、互いに種類が異なる（著作物性が異なる）の二
以上の構成楽曲を含むものであることを説明したが、一種の楽曲を含むものとしてもよい
。つまり、一の著作物としての楽曲が、そのまま待機楽曲４０として出力される構成とし
てもよい。当該待機楽曲４０として出力されうる候補楽曲として複数種の候補楽曲を用意
しておき、所定条件成立時には、当該複数種の候補楽曲のうちの一つが待機楽曲４０とし
て出力される構成とする。このような構成としても、毎回同じ楽曲が出力されることによ
る遊技意欲の低下を抑制することが可能である。
【００６８】
○第三具体例
　上記実施形態では、一の待機楽曲４０に含まれる構成楽曲の数よりも、候補楽曲の数が
多いことを説明したが、一の待機楽曲４０に含まれる構成楽曲の数と候補楽曲の数が同じ
である設定としてもよい。そして、出力される順番がその都度変化しうるものとする。例
えば、候補楽曲として楽曲Ａ、楽曲Ｂ、楽曲Ｃの三種類が設定され、待機楽曲４０はこれ
ら楽曲Ａ～Ｃが出力される順番が種々変化するものとする。すなわち、出力される順が、
待機楽曲４０の態様の違いである構成としてもよい。
【００６９】
○第四具体例
　遊技者が遊技している遊技状態中には種々の楽曲が出力される。遊技状態には、当否判
定結果を報知する報知演出（識別図柄８０の変動開始から当否判定結果を示す組み合わせ
で停止するまでの演出）が実行されている状態や、当否判定結果が大当たりとなった後に
実行される大当たり演出（大当たり遊技）が実行されている状態が含まれる。上記報知演
出中や大当たり演出中に出力される楽曲として複数種の演出楽曲が搭載されている。報知
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演出中に出力される演出楽曲としては、リーチ演出中に出力される楽曲を例示することが
できる。
【００７０】
　当該複数種の演出楽曲のうちの少なくとも一部が、上記構成楽曲として設定されうるも
のとする。換言すれば、上記候補楽曲のうちの少なくとも一部は、演出楽曲として出力さ
れることがある楽曲とする。候補楽曲の全部が演出楽曲であることが好ましい。上記実施
形態のように、楽曲Ａ～Ｅの五種類が候補楽曲として設定されているのであれば、楽曲Ａ
はリーチ演出Ａで出力される演出楽曲、楽曲Ｂはリーチ演出Ｂで出力される演出楽曲、楽
曲Ｃはリーチ演出Ｃで出力される演出楽曲、楽曲Ｄは第一大当たりに当選したときに出力
される演出楽曲、楽曲Ｅは第二大当たり（第一大当たりとは異なる大当たり）に当選した
ときに出力される演出楽曲といったように、遊技状態中に出力されることがある各種演出
楽曲を候補楽曲として設定する（図１５参照）。
【００７１】
　このようにすることで、遊技状態中に出力されることがある演出楽曲を、待機状態にて
遊技者に聴かせることが可能である。そのため、搭載している演出楽曲の認知度が高まり
、遊技意欲の向上に資する。また、上記実施形態のように待機楽曲４０が複数の構成楽曲
（演出楽曲）を含むものとすれば、一度に多くの楽曲を聴く機会があることになるという
利点がある。
【００７２】
○第五具体例
　上記実施形態にて説明したように、待機楽曲４０は、複数の構成楽曲を含むものとする
。このうち、所定条件が成立したときに最初に出力される構成楽曲については変化しうる
ものの、その他の構成楽曲については毎回同じである構成とする。例えば、上記実施形態
と同様に、待機楽曲４０が第一構成楽曲４１～第三構成楽曲４３を含むものであれば、第
二構成楽曲４２および第三構成楽曲４３については毎回同じ楽曲（楽曲Ｘ、Ｙ）であるも
のの、第一構成楽曲４１については複数種の候補楽曲（楽曲Ａ～Ｅ）のうちからランダム
に選択されるものとする（図１６参照）。
【００７３】
　待機状態に移行し、所定条件が成立したとき（上記実施形態に則していえばカスタマイ
ズ画面が表示されたとき）には、まず第一構成楽曲４１が出力されることになる。つまり
、所定条件が成立したときには、第一構成楽曲４１の少なくとも一部は必ず出力されるこ
とになる。一方、第一構成楽曲４１の出力が終了するよりも前に所定条件が解消され（上
記実施形態に則していえばカスタマイズ画面が表示されない状態となり）、待機楽曲４０
の出力が終了する可能性があるから、第二構成楽曲４２や第三構成楽曲４３については、
出力されない可能性がある。これを踏まえ、最初に出力される第一構成楽曲４１の種類は
変化しうるものとし、毎回同じ楽曲を遊技者が聴くことにより遊技意欲が低下してしまう
ことが抑制される。第一構成楽曲４１の出力が終了した後出力される構成楽曲については
、必ず出力されるとは限られないから、毎回同じ楽曲である設定とする。このようにする
ことで、待機楽曲４０の態様を決定するに際し、第一構成楽曲４１をどの楽曲にするかの
み決定すればよいから、制御が容易になるという利点がある。
【００７４】
　なお、上記実施形態のように、全ての構成楽曲が毎回変化しうる設定としても、第一構
成楽曲４１として毎回同じ楽曲が出力されないものとなるから、上記のような遊技意欲の
低下を抑制する効果が奏される。
【００７５】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００７６】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【００７７】
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・手段１－１
　音出力手段と、開放された入賞領域がＮ個の遊技球が入賞することを契機として閉鎖さ
れる単位遊技を一または複数含む当たり遊技を実行する当たり遊技実行手段と、を備え、
ある前記単位遊技が開始されてからＮ個目までの前記入賞領域への遊技球の入賞が検出さ
れる度に前記音出力手段から出力される普通入賞音が複数種設けられていることを特徴と
する遊技機。
　上記遊技機は、普通入賞音の態様が当たり遊技の度に変化しうるものであるから、当た
り遊技の趣向性を向上させることが可能である。
【００７８】
・手段１－２
　前記当たり遊技を構成する所定の演出要素が異なる複数種の前記当たり遊技を実行する
ことが可能であり、前記当たり遊技を構成する前記演出要素の種類に応じ、前記音出力手
段から出力される前記普通入賞音の種類が決定されることを特徴とする手段１－１に記載
の遊技機。
・手段１－３
　前記演出要素は、前記当たり遊技中に出力される背景楽曲であることを特徴とする手段
１－２に記載の遊技機。
　上記の通り、普通入賞音を、当たり遊技を構成する演出要素（当該演出要素の一例とし
て背景楽曲を挙げることができる）とリンクしたものとすれば、演出要素と普通入賞音が
相俟って演出効果を高めることが可能である。
【００７９】
・手段１－４
　特定の単位遊技において出力される前記普通入賞音の種類が、当該特定の単位遊技とは
異なる別の単位遊技において出力される前記普通入賞音の種類と異なる場合と、前記特定
の単位遊技と前記別の単位遊技において出力される前記普通入賞音の種類が同じである場
合とで、前記当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生する蓋然性が異なることを特
徴とする手段１－１から手段１－３のいずれかに記載の遊技機。
・手段１－５
　特定の単位遊技において出力される前記普通入賞音の種類が、当該特定の単位遊技とは
異なる別の単位遊技において出力される前記普通入賞音の種類と異なる場合には、前記当
たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生することが確定するように設定されているこ
とを特徴とする手段１－４に記載の遊技機。
　このようにすることで、特定の単位遊技と別の単位遊技にて出力される普通入賞音の態
様が同じとなるか否かということに遊技者が注目する遊技性を実現することが可能である
。
【００８０】
・手段１－６
　前記特定の単位遊技は、前記当たり遊技を構成する最後の単位遊技であることを特徴と
する手段１－４または手段１－５に記載の遊技機。
　特定の単位遊技と別の単位遊技にて出力される普通入賞音の態様が同じとなるか否かに
より、「当たり遊技終了後」に遊技者に有利な事象が発生することに関する示唆がなされ
るのであるから、当たり遊技終了時点に最も近い最後の単位遊技にて普通入賞音の態様が
同じとなるか否かが判明するようにするとよい。
【００８１】
・手段１－７
　ある前記単位遊技が開始されてからＮ＋１個目の前記入賞領域への遊技球の入賞が検出
されたときに前記音出力手段から出力される超過入賞音が複数種設けられていることを特
徴とする手段１－１から手段１－６のいずれかに記載の遊技機。
　このように、いわゆるオーバー入賞が発生したときに出力される超過入賞音の態様がそ
の都度変化しうるようにすることで、当たり遊技の趣向性を向上させることが可能である
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。
【００８２】
・手段１－８
　前記音出力手段から出力される前記超過入賞音の種類によらず、当該超過入賞音ととも
に所定の態様を有する超過効果音が前記音出力手段から出力されることを特徴とする手段
１－７に記載の遊技機。
　このように、超過入賞音だけでなく、ある決まった態様を有する超過効果音が出力され
るようにすることで、オーバー入賞の発生が分かりやすくなる。
【００８３】
・手段１－９
　前記超過入賞音のうちの一種である特定超過入賞音が出力された場合には、当たり遊技
終了後に当たり遊技終了後に遊技者に有利な事象が発生することが確定するように設定さ
れていることを特徴とする手段１－７または手段１－８に記載の遊技機。
　このようにすることで、超過入賞音の態様に遊技者が注目する遊技性を実現することが
可能である。
【００８４】
・手段２－１
　音出力手段と、所定時間以上遊技がなされていないときに待機状態に移行させる待機状
態移行手段と、前記待機状態において所定条件が成立したときに前記音出力手段より待機
楽曲を出力させる待機楽曲制御手段と、を備え、前記待機楽曲として出力される楽曲の態
様が不定であることを特徴とする遊技機。
　上記遊技機によれば、待機楽曲として同じ楽曲が出力されることが繰り返されることに
よる遊技意欲の低下を抑制することが可能である。
【００８５】
・手段２－２
　前記待機楽曲は、互いに種類が異なる二以上の構成楽曲がメドレー形式で出力されるも
のであることを特徴とする手段２－１に記載の遊技機。
　このようにすることで、待機楽曲が出力される期間が長くなっても楽曲の種類の変化が
生じることになる。
【００８６】
・手段２－３
　遊技者が遊技している遊技状態中に出力されることがある楽曲として複数種の演出楽曲
が搭載されており、前記演出楽曲が、前記構成楽曲として設定されることを特徴とする手
段２－２に記載の遊技機。
　このようにすることで、演出楽曲として出力される楽曲の認知度が高まることになる。
【００８７】
・手段２－４
　前記待機楽曲に含まれる二以上の構成楽曲のうち、少なくとも最初に出力される構成楽
曲の種類がランダムに決定されることを特徴とする手段２－２または手段２－３に記載の
遊技機。
　待機状態にて所定条件が成立したときに最初に出力される構成楽曲を遊技者は必ず聴く
ことになるから、少なくとも当該最初に出力される構成楽曲については、その都度変化し
うるものとすることが好ましい。
【００８８】
・手段２－５
　遊技に関する各種設定を行うカスタマイズ画面が表示されることを、前記所定条件の成
立とすることを特徴とする手段２－１から手段２－４のいずれかに記載の遊技機。
　遊技者によっては、カスタマイズを頻繁に行うことも予測されるため、カスタマイズ時
に出力される待機楽曲の態様が不定であることが好ましい。
【符号の説明】
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【００８９】
１　遊技機
１０　大入賞口
２０　演出画像
４０　待機楽曲
４１～４３　第一構成楽曲～第三構成楽曲
６０　操作手段
７０　スピーカ
８０　識別図柄
９１　表示装置
９１１　表示領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 2020-48765 A 2020.4.2

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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